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　 農業者年金を受給されている方は、 毎年６月

に現況届の提出が必要です。

　 これは、 農業者年金を受給されている方が

生存しているかどうか、 経営移譲年金を受給さ

れている方は農業再開や農地等の返還がなさ

れていないかを確認するための届出です。

　 ５月下旬に、 農業者年金基金から受給を受

けている方へ、 現況届が郵送されます。 「住

所」 ・ 「氏名」 ・ 「生年月日」 ・ 「電話番号」 を記

入のうえ、 提出先へご提出ください。

　 また、 経営移譲年金を受給されている方、

または、 特例付加年金を受給されている方は、

「支給停止事由等に該当していないことの自己

チェック欄」 を全て回答したうえで、 ご提出くだ

さい。

受付期間　６月１日 (金) ～ 29日(金)

　 　  　 　　平日、 午前８時30分～午後５時15分

提出先 ・ 問合せ　農業委員会事務局

　 　  　 　　 　 　 　☎０２９-２８８-３１１１(内線２４２)

　 茨城県保険医協会の歯科医師が、みなさんの歯

に関する悩みやご相談に応じます。普段、歯医者さ

んに聞けないことなど、匿名で結構ですので、気軽

にお電話ください。相談料は無料です。

開設日時　６月10日(日)　午後１時～４時

相談専用窓口　☎０２９-８２３-７９３０

 

農業者年金を受給されている方へ
～現況届の提出について～

歯のなんでも電話相談

いせきぴあ　わくわく体験教室
～縄文土器をつくろうⅠ～ (全３回）

編集・発行/まちづくり戦略課

バーベキュー場がオープン！城里町役場

桂 支 所

七会町民センター

〒311-4391　東茨城郡城里町石塚 　1428-25

☎029-288-3111( 代 )　 FAX029-288-3113
☎029-289-2211
☎0296-88-3111

日　 時　７月８日 (日)　午前９時30分～正午

場　 所　県埋蔵文化財センター　いせきぴあ茨城

 　　 　　  (城里町北方1481)

対象者　小学生及び中学生

※小学校３年生以下の参加は親子での参加。

内　 容　縄文原体づくりなど

※第２回　縄文土器づくり (８月19日)

　 第３回　縄文土器の野焼き (12月２日)

定　 員　先着30名程度

参加費　無料

申込方法　電話または電子メールにて、 申込先ま

　 でお申し込みください。

申込期間　６月10日(日) ～ 24日(日)

申込先 ・ 問合せ　

 　県埋蔵文化財センター　いせきぴあ茨城

　 ☎０２９-２８９-３３００ 　

　　 　isekipia@pref.ibaraki.lg.jp

日　 時　６月３日(日)　午前 10時～午後３時

 　　  　  （予約不要）

場　 所　コミュニティセンター城里　研修室

対象者　県内に在住または在勤の独身の方

※未登録の方はプロフィールを作成しますので、

　 上半身の写った写真をご持参ください。

内　 容　写真付きプロフィールを閲覧、 お見合い

　  　　 　の申し込みなど

参加費　無料 (紹介料、 成婚報酬なし）

問合せ　福祉こども課　☎０２９-３５３-７２６５(直通)

　 

　

５月１５日発行　№１５８

城里町七会町民センター「アツマーレ」
　アツマーレのバーベキュー場が４月から営
業を開始しました。ゴールデンウィークには、
延べ254人の利用者が訪れ、青空の下、大
いに賑わいました。

「いばらきマリッジサポーター」による
結婚相談会を開催します



 　　 町と事業所では、 交流の場として 「認知症カフェ」

を開催します。 認知症の方やその家族、 認知症に

関心のある方などどなたでも参加できます。

①「カフェでＣＡＦＥ」

日　 時　５月26日(土)　午後１時～３時

場　 所　社会福祉法人 聖明福祉会 桂聖明園　

　  　　 　（城里町高根台１-53）

定　 員　15名程度

内　 容　認知症のお話と相談会 ・ 交流会

参加費　300円

申込先 ・ 問合せ

 　社会福祉法人 聖明福祉会 桂聖明園

　 ☎０２９-２８９-４７４４

②「オレンジカフェ」

日　 時　６月16日(土)　午後１時～３時

場　 所　サポートセンター城里 カフェ ・ インスブルック

　  　　　 （城里町石塚481-１）

定　 員　10名程度

内　 容　認知症でお困りの方の相談、 認知症につ

　 　  　  いての勉強会など

参加費　500円(お茶代300円、 材料代200円)

申込先 ・ 問合せ　サポートセンター城里

 　　  　　  　　  　　☎０２９-２５５-７６６６

今年のスローガン

　　　　　「水道水　安全　おいしい　金メダル」

■水道週間とは

 　水道事業に対する利用者の理解と関心を高めて

もらうため、 厚生労働省が定めたものです。

■水道に関する手続き

 　水道の使用を開始 ・ 中止するときや、 所有者 ・

使用者の変更をするときは、 手続きが必要です。

申請窓口　城里町上下水道お客様センター

 　　  　　 　(本庁舎１階)

受付時間　月曜～土曜日(祝日、 年末年始を除く)

　 　  　　 　午前８時30分～午後５時15分

受付業務

○使用開始 ・ 中止の手続き

　 固定電話から　☎０１２０-４６３-１０８

 　携帯電話から　☎０２９-２５５-７５０１

「カフェでCAFE」・「オレンジカフェ」を
開催します

○名義変更手続き　

　 窓口で手続きが必要です (電話による申し込み

は不可）。 水道課 ・ 桂支所 ・ 七会町民センターで

も、 申請を受け付けています。

■水道料金の支払い

現金納付…以下の窓口でお支払いできます。

　 ○城里町上下水道お客様センター

 　○水道課 ・ 会計課 ・ 桂支所 ・ 七会町民センター

　 ○納付書の裏面に記載された取扱金融機関

 　○コンビニエンスストア

口座振替…指定の預金口座から、 自動的に水道

 　料金を支払うことができます。 手続きは、 通帳

　 及び預金名義人の届出印を持参して、 以下の

 　の金融機関の窓口でお申し込みください。

■水道に関する工事の申し込みについて

 　以下のような給水装置の工事を行うときは、 町指

定の水道工事事業者で工事を行うことが条例で定め

られています。 指定外の水道工事事業者が工事を

行うと、 違反工事となり給水条例により過料が科せ

られますので、 注意してください。

新設…新築に伴い、 新しく水道をひくとき

改造…水栓の増設、 水栓の位置の変更、 給水管

　 の種類や口径の変更、 メータボックスの移設等、

 　既存の給水装置を変更するとき

修繕…漏水修理や器具の交換等をするとき

撤去…水道の設備を撤去するとき

※町指定の水道工事事業者の一覧表は、 水道課

　 窓口または町ホームページにて確認することがで

　 きます。

■水道メータの検針について

 　検針は委託会社の従事者が、 制服を着用のうえ、

従業員証及び水道課が発行した証明書を携帯して

行います。 検針をスムーズに行うため、 以下の点

についてご協力をお願いします。

○メータボックスの上に物を置かない。

○メータボックスの中は、 きれいにしておく。

○犬は、 出入口やメータボックスから離してつない

　 でください。

問合せ　水道課　☎０２９-２８８-３１１４

※各種情報を町ホームページに掲載しています。

　 また、 水道に関する意見 ・ 要望 ・ 提案等があり

　 ましたら、 ご連絡ください。

　 

＜口座振替取扱金融機関＞

常陽銀行／筑波銀行／水戸農業協同組合／

常陸農業協同組合／ゆうちょ銀行／中央労働

金庫／水戸信用金庫

６月１日～７日は“水道週間”です
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問合せ 財務課（詳しくは城里町ホームページ内「入札・契約情報」をご覧ください） 

工  事  名 場  所 落 札 者 予定価格（税抜） 落札金額（税抜） 

平成３０年度 田植え及び稲刈り体験ツアー催
行委託業務 

磯野地内 1,388,000 円 1,173,000 円  大洋交通（株） 

入札結果　（４月分）

県立水戸産業技術専門学院講
座のお知らせ

　 

対　 象　花いっぱい運動に取り組んでいる自治会、

　  　  　 各種活動団体など

審査日　７月４日（水）予定

※正式な日程は、後日、参加団体へ通知します。

表　 彰　最優秀賞 ・ 優秀賞 ・ 努力賞

申込方法　申込先で参加申込書を配布しますので、

　 必要事項を記入し、ご提出ください。

申込期限　６月15日（金）

申込先 ・ 問合せ　

　 教育委員会事務局（コミュニティセンター城里３階）

 　☎０２９-２８８-３１３５

 　

　 指定難病特定医療費受給者証の有効期限は、

９月30日までです。 引き続き、 受給者証の使用を

希望する場合は、 更新申請が必要です。

受付期間　６月1日(金) ～９月28日(金)

　  　 　 　　平日、 午前８時30分～午後５時15分

※９月30日までの消印有効。 有効期限終了後の受

　 付は、 新規での取り扱いになります。

申請先 ・ 問合せ　水戸保健所 保健指導課

 　　  　　  　　  　　☎０２９-２４１-０１００

 　

 　労働保険の年度更新に伴う申告期間及び納付日

は、以下のとおりです。

申告期間　６月１日 (金) ～７月10日(火)

納付日

※４月１日より、労災保険率が改定されました。詳細

　 は、問合せへご連絡ください。

問合せ　茨城労働局 総務部 労働保険徴収室

　　  　　 ☎０２９-２２４-６２１３

　 

 　

　

指定難病特定医療費受給者証の
更新申請の受付が始まります

平成30年度 労働保険年度更新の
申告・納付について

日 　時　６月９日(土)　午後２時～４時

場 　所　常陸大宮ショッピングセンター 「ピサーロ」

　  　　 　(常陸大宮市下村田 2387)

講演内容　

 　演題 ： 病院の歩みと外科治療

　 講師 ： 常陸大宮済生会病院 小島 正幸 院長

　 内容 ： 「がん治療」 をテーマに、 専門医が分か

　  　りやすく解説します。

※講演終了後、 看護師による健康相談 ・ 相談員

 　による介護 ・ 福祉相談を予定しています。

受講料　無料 (予約不要)

問合せ　常陸大宮済生会病院　☎０２９５-５２-５１５１

①機械 CAD(Auto-CAD)(基礎) A

日　 時　７月17日・19日・20日・23日・24日・26日

　 　  　　午後６時～９時

対象者　Windows の基本操作ができる方

定　 員　10名(応募者多数の場合は抽選)

内　 容　Auto-CAD 操作及び作図実践

②スマホ講座 (基礎)

日　 時　７月19日・20日・23日・24日　

　 　  　　午後６時～９時

対象者　アプリをダウンロードできるスマートフォンを

 　　  　　お持ちの方

定　 員　15名(応募者多数の場合は抽選）

                    　 以　下　共　通                                             

受講料　2,980円(テキスト代含む)

申込方法　往復はがきまたはインターネットにて、

　 申込先へお申し込みください。

※往復はがきは、 講座名 ・ 住所 ・ 氏名 ・ 年齢 ・

　 職業 (会社名) ・ 電話番号をご記入ください。

申込期間　６月４日(月)～６月15日(金)(必着)

申込先 ・ 問合せ　

　 県立水戸産業技術専門学院 (水戸市下大野町6342)

　 ☎０２９-２６９-２１６０

 　　 http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/

 　

　

常陸大宮済生会病院　
市民健康教室

平成30年度 花いっぱい運動コンクール
参加団体募集

第１期 第２期 第３期

現金納付

口座振替

７月 1 0日

９ 月 ６ 日

10 月 31 日

11 月 14 日

１月 31 日

２月 14 日



国保・医療・介護なんでも電話相談室

日 　時　６月９日(土)　

 　 　　 　午前９時30分～午後０時30分

回答者　ケアマネージャー ・ ケースワーカー ・

　  　　 　医療 ・ 福祉団体スタッフなど

相談料　無料　

相談内容　医療や介護で困っていること、 費用や

　 　  　　 　保険料負担で困っていることなど

問合せ　茨城県社会保障推進協議会　

　 　  　　☎０２９-２２８-０６００

　

115

　 国民年金保険料の免除 (全額免除 ・ 一部免

除 ・ 法定免除)、 若年者納付猶予、 学生納付

特例を受けた期間があると、 保険料を全額納め

たときに比べ、 老齢基礎年金の年金額が少なく

なります。

 　そこで、 将来受け取る老齢基礎年金を増額す

るために、 免除や猶予等を受けた期間の保険料

を、 10年以内であれば、 さかのぼって納めるこ

と (追納) ができます。

 　ただし、 免除や猶予等の承認を受けた期間の

翌年度から起算して３年度目以降に追納すると、

当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされま

す。

※法定免除…本人の届出により、 障害年金を受

　 給している期間や生活保護の生活扶助を受給

　 している期間に、 国民年金保険料が免除され

 　る制度のこと。

＜追納に関する注意事項＞

①一部免除を受けた期間に、 残りの納付すべき

 　保険料を納付していない場合は、 追納できま

　 せん。

②老齢基礎年金を受ける方は、 追納できません。

③追納は免除などを受けた期間のうち、 原則、

　 古い期間の保険料から納めることになります。

④追納するには、 申し込みが必要です。

問合せ　健康保険課　

　　　　　 ☎０２９-２８８-３１１１(内線１４３）　

　　　　　 水戸南年金事務所  国民年金課

　  　　 　☎０２９-２２７-3278

国民年金保険料の追納制度について

新生活！ 若者を狙うもうけ話に注意新生活！ 若者を狙うもうけ話に注意

78

 　新緑の時期は、 新生活を始められた方々の消費

生活相談が増えます。 若者を狙って、 悪質業者

が巧みな手法で攻めてきますので、 注意しましょう。

＜事例＞　

　 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス )で知り

合った人から、 投資ソフトのもうかる話があると誘わ

れた。 その後、 会社の社長宅に呼ばれ、 「価格

は 240万円だが半額にする。 さらに、 60万円は会

社負担にするので、 残りの 60万円を払って欲しい」

と言われた。 「お金がない」 と断わったが、 消費者

金融で借りればいいと言われた。 指示通り、 会社

員と身分を偽って、 お金を借りた。 人を勧誘すれ

ば、 ８万円もらえると聞いていたが、 説明とは異な

り、 簡単にはもうからない。 （男子大学生）

＜ひとこと助言＞　

①大学生等になると、 行動範囲が広がり、 トラブ

　 ルに巻き込まれやすくなります。 高額なものを、

　 借金してまで契約させられる例もあります。

②身近な友人や先輩などに、 マルチ取引やもうけ

　 話の勧誘をされることもあります。 自分自身も友

　 人を勧誘する側になり、 人間関係を壊したり、

 　金銭トラブルに陥ったりすることもあるので、 注意

　 が必要です。

③もうけ話をうのみにせず、 不必要な契約は勇気

 　を出してきっぱり断りましょう。

城里町消費生活センター
（城里町役場本庁舎 ２階  まちづくり戦略課内）

☎０２９-２８８-３１１１（内線２２６）　　  　　　

相談日：月・水・金曜日  午前９時～午後４時

※消費生活センターの出前講座をご希望の団体は、

　 下記までご連絡ください。費用は無料です。

▷匿名

　地域福祉向上のため　　　　　　 　              ２０，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　                     古切手  ７３８枚
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